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長井市の平成 26年度財務書類 4表について 

 総務省が平成 19年 10月に示した「新地方公会計制度実務研究会報告書」に基づく「総務省

方式改訂モデル」により、平成 26 年度の決算に基づく普通会計財務書類 4 表（貸借対照表、

行政コスト計算書、純資産変動計算書及び資金収支計算書）及び普通会計に加えて特別会計や

一部事務組合などの関係団体の財務書類 4 表を連結した連結財務書類 4 表を作成しましたの

で、その概要をお知らせします。 

 

１ 財務書類 4表について 

（１）貸借対照表 

  貸借対照表とは、自治体が住民サービスを提供するために保有している財産（資産）と、

その資産をどのような財源（負債・純資産）で賄ってきたかを総括的に表した財務書類です。 

  「資産」には、自治体が住民サービスを提供するために使用すると見込まれるものと、将

来の資金流入をもたらすものの 2つがあります。 

 「負債」は、将来、支払い義務の履行により自治体から資金流出をもたらすもので、地方

債などがあり、「将来世代が負担する部分」ということができます。 

  「純資産」は、資産と負債の差額で、国県補助金や一般財源などがあり、「現在までの世

代が負担した部分」ということができます。 

 

（２）行政コスト計算書 

 行政コスト計算書とは、1年間に提供した資産形成に結びつかない行政サービスに要した

費用（＝経常行政コスト）とその行政サービスの直接の対価として得られた使用料などの財

源（＝経常収益）を明らかにした財務書類です。 

 

（３）純資産変動計算書 

 純資産変動計算書は、貸借対照表の純資産の部に計上されている額が、１年間でどのよう

に変動したかを表している財務書類です。純資産の部は今までの世代が負担してきた部分の

ため、１年間で今までの世代が負担してきた部分が増えたのか減ったのかが分かります。 

 

（４）資金収支計算書 

 資金収支計算書とは、1年間の資金の流れを性質の異なる三つの区分に分けて表示した財

務書類です。 

 経常的収支の部には、人件費や物件費などの支出と税収や手数料などの収入が計上されて

います。 

  公共資産整備収支の部には、公共資産整備による支出とそれに対する特定財源が計上され

ています。 

 投資・財務的収支の部には、投資及び出資金、貸付金、基金積立金、地方債の償還額など

の支出とそれに対する特定財源が計上されています。 

この三つの区分は、公共資産整備収支の部と投資・財務的収支の部で生じた赤字額を経常

的収支の部で生じた黒字額で補てんするという関係になります。また、資金収支計算書は、
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経常的な行政活動、公共資産の整備や投資・財務的支出のそれぞれにどのような財源（国県

補助金等や地方債など）が充当されているかを明らかにしています。 

 

２ 財務書類 4表の関係 

 

【貸借対照表】             【行政コスト計算書】 

 

 

 

 

 

 

 

【資金収支計算書】            【純資産変動計算書】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 対象となる会計、団体等 

（１）普通会計 

 ・一般会計（地域包括支援センター費を除く） 

 ・山形鉄道運営助成事業特別会計 

   

（２）連結 

 ①普通会計 

 ②公営事業会計 

 （公営企業会計） 

  ・水道事業会計 

  ・公共下水道事業特別会計 

  ・農業集落排水事業特別会計 

  ・訪問看護事業特別会計 

  ・浄化槽事業特別会計 

  ・宅地開発事業特別会計

資産 

… 

… 

歳計現金 

… 

負債 

 

 

純資産 

 

 

経常行政コスト 

│ 

経常収益 

∥ 

純経常行政コスト 

収入 

│ 

支出 

∥ 

歳計現金増減額 

＋ 

期首歳計現金残高 

∥ 

期末歳計現金残高 

期首純資産残高 

│ 

純経常行政コスト 

＋ 

一般財源、補助金受入等 

± 

資産評価替え等 

∥ 

期末純資産残高 



 3 

 （その他） 

  ・国民健康保険特別会計 

  ・介護保険特別会計 

  ・後期高齢者医療特別会計 

  ・一般会計のうち地域包括支援センター費 

 ③一部事務組合・広域連合 

  ・置賜広域行政事務組合 

  ・西置賜行政組合 

  ・置賜広域病院組合 

  ・山形県消防補償等組合 

  ・山形県後期高齢者広域連合 

 ④第三セクター等 

  ・（財）文教の杜ながい 

  ・日本・アルカディア・ネットワーク（株） 

  ・長井要水（株） 

  ・（財）置賜地域地場産業振興センター 

※ 第三セクター等については、総務省から示された以下の判断基準に基づき連結対象法人

を決定。 

・出資比率が 50％以上の場合は、連結対象とする。 

  ・出資比率が 50％未満であっても、実質的に主導的な立場を確保していると認められる

場合には連結対象とする。 

 

４ 財務書類 4表作成の前提条件 

（１）作成基準日 

  作成基準日は平成 27年 3月 31日とし、出納整理期間（平成 27年 4月 1日から平成 27年

5月 31日）における取引については、基準日までに終了したものとして処理しています。 

 

（２）基礎数値 

  原則として、昭和 44年度から平成 26年度までの地方財政状況調査（決算統計）の数値や

決算書等の数値を使用しています。 

 

（３）一部事務組合・広域連合との連結 

  一部事務組合及び広域連合には複数の団体が加入しているため、当該年度の長井市の経費

負担割合等により比例連結しています。 

 

（４）相殺消去 

  対象となる会計及び法人間で行われる資金の出資・受入等はすべて内部取引として相殺消

去しています。 
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５ 普通会計財務書類 4表の概要 

（１）貸借対照表の概要 

①資産 

「資産」の総額は、386億 1,969万 4千円（前年度比＋7億 4,269万 3千円）です。 

  「公共資産」は、住民サービスを提供するために使用する資産である「有形固定資産」が

354 億 2,690 万 4 千円（同＋8 億 8,786 万 2千円）となっています。道路や公園等の公共施

設などの生活インフラ・国土保全の資産が最も多く、次いで学校などの教育の資産、農林業

施設などの産業振興の順となっています。有形固定資産は、取得原価（昭和 44 年度以降の

決算統計における普通建設事業費の累計額）を基礎とし、土地以外は施設の耐用年数に応じ

て減価償却して算定しています。「売却可能資産」は、市が所有する普通財産の中で売却可

能な資産を計上しており、平成 26年度については長井ダム工事事務所跡地など 1億 5,043

万 2千円（同△475万 5千円）となっています。 

  「投資等」の総額は 12 億 5,404 万 4 千円（同△2 億 1,836 万 1 千円）で、主なものは、

長井ダム使用権負担金などの「投資及び出資金」や、企業立地基金などの「その他特定目的

基金」です。また、「長期延滞債権」は、市税や使用料等の収入未済額のうち 1 年を超えて

回収がなされていないものを計上しており、8,403 万 3 千円（同△3,873 万 5 千円）となっ

ています。そのうち、翌年度以降に回収不能と見込まれるものを「回収不能見込額」として

計上しており、3,432万 8千円（同△1,243万 4千円）となっています。回収不能見込額は、

過去の不納欠損実績率を用いて算定しています。 

  「流動資産」の総額は 17億 8,831万 4千円（同＋8,154万 7千円）で、主なものは、財政

調整基金や歳計現金です。また、「未収金」は、市税や使用料等の収入未済額から「投資等」

の「長期延滞債権」を除いたもので、1,544 万 6 千円（同△761 万 4 千円）を計上していま

す。「回収不能見込額」は、長期延滞債権の回収不能見込額と同じ算定方法で算定し、657万

4千円（同△270万 4千円）となっています。 

 

②負債 

  「負債」の総額は、142億 196万 2千円（前年度比＋3億 1,445万円）です。主なものは、

「地方債」や「退職手当引当金」です。平成 26 年度末地方債残高は 115 億 2,237 万 9 千円

（同＋4億 1,920万 5千円）となっており、そのうち翌年度償還予定元金 8億 9,367万 3千

円（同＋4,080万 1千円）を「流動負債」の「翌年度償還予定地方債」に、残りの 106億 2,870

万 6千円（＋3億 7,840万 4千円）を「固定負債」の「地方債」に計上しています。「退職手

当引当金」は、平成 26 年度末に普通会計に属する職員全員が普通退職した場合に必要な退

職手当の額 25億 7,452万 4千円（同△1億 450万 5千円）を計上しています。「損失補償等

引当金」は、土地開発公社及び損失補償を行っている第三セクター等の債務のうち、地方公

共団体財政健全化法上、将来負担比率の算定に含めた将来負担額を計上することとなってい

ますが、前年度に引き続き、0千円となります。「賞与引当金」は、平成 27年 6月期の期末

手当及び勤勉手当のうち、平成 26年度負担相当額 1億 505万 9千円（同△25万円）を計上

しています。 
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③純資産 

  「資産」総額から「負債」総額を差し引いた 244億 1,773万 2千円（前年度比＋4億 3,184

万 3千円）が「純資産」になります。 

 公共資産等の資産形成に充てられた財源のうち、国及び県の支出金などが「公共資産等整

備国県補助金等」で 64億 1,005万 2千円（同＋3億 8,125万 1千円）、市税等が「公共資産

等整備一般財源等」で 245 億 1,362 万 7 千円（同＋6,070 万 1 千円）です。「その他一般財

源」は、△66 億 7,305 万 5 千円（同△537 万 4 千円）となっています。「その他一般財源」

は、将来自由に使用できる財源ですが、臨時財政対策債や退職手当引当金など資産形成を伴

わない負債が存在するためマイナスとなっており、市税等の将来の使途が決まっていること

を示しています。 

 

（２）行政コスト計算書の概要 

  「経常行政コスト」は 114 億 9,208 万円（前年度比＋8 億 3,030 万 7 千円）、「経常収益」

は 4億 5,488万 3千円（同＋1億 5,910万 6千円）で、経常行政コストから経常収益を差し

引いた「純経常行政コスト」は 110 億 3,719 万 7 千円（同＋6 億 7,120 万 1 千円）となり、

これは市税や国県支出金などで賄われます。純経常行政コストをマイナス表示したものが、

純資産変動計算書の純経常行政コストと一致します。 

  「経常行政コスト」を性質別にみると、人にかかるコストが 19 億 4,546 万 5 千円（同＋

2,573万 1千円）で、主なものは職員給などの人件費です。物にかかるコストが 33億 9,872

万 1千円（同＋4億 5,943万 3千円）で、主なものは物件費や減価償却費です。移転支出的

なコストが 60億 48万 2千円（同＋3億 5,243万 1千円）で、主なものは生活保護などの社

会保障給付、補助金等、他会計への繰出金です。その他のコストは 1億 4,741万 2千円（同

△728万 8千円）で、主なものは支払利息です。 

  目的別では、福祉が 38 億 2,321 万 7 千円（同＋3 億 3,168 万 6 千円）ともっとも多く、

生活インフラ・国土保全が 22 億 9,437 万 2 千円（同＋3 億 3,577 万 1 千円）、総務が 14 億

5,301万 4千円（同＋1億 6,945万 8千円）などとなっています。 

  「経常収益」は、児童センター使用料などの「使用料・手数料」が 1億 6,233万 4千円（同

＋2,479万 6千円）、児童福祉施設運営費個人徴収金などの「分担金・負担金・寄附金」が 2

億 9,254万 9千円（同＋1億 3,431万円）となっています。 

 

（３）純資産変動計算書の概要 

  純資産残高は、244億 1,773万 2千円となり、前年度から 4億 3,184万 3千円増加しまし

た。純資産残高は、貸借対照表の純資産合計と一致します。 

  増減の内容は、「純経常行政コスト」が△110億 3,719万 7千円（前年度＋6億 7,120万 1

千円）、「地方税」や「地方交付税」などの一般財源が 87億 3,235万 2千円（同＋1億 8,863

万円）、国県支出金である「補助金等受入」が 30 億 578 万 7 千円（同＋606 万 3 千円）、投

資損失等の「臨時損益」が△2 億 6,436 万 4 千円（同＋4,322 万円）、「資産評価替えによる

変動額」が△473万 5千円（同＋55万 4千円）となっています。 
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（４）資金収支計算書の概要 

  資金収支は、「経常的収支」が 25億 881万 3千円（前年度比△6億 9,733万 7千円）の黒

字、「公共資産整備収支」が 3億 5,339万 1千円（同△1億 7,055万 1千円）の赤字、「投資・

財務的収支」が 19 億 7,504 万 3 千円（同＋6 億 6,434 万 6 千円）の赤字となっており、当

年度歳計現金の収支は 1 億 8,037 万 9 千円（同＋1 億 3,756 万円）の黒字で、「期末歳計現

金残高」は 7億 2,727万 2千円（同＋1億 8,037万 9千円）となっています。この期末歳計

現金残高は、貸借対照表の歳計現金と一致します。 

 

（５）財務書類による分析指標 

①社会資本形成の世代間負担比率 

  公共資産のうち、現在までの世代の負担で賄われた割合と、将来世代が負担しなければな

らない割合を示すものです。平均的な値は、現在までの世代の負担比率は 50％～90％の間、

将来世代の負担比率は 15％～40％の間とされています。 

 

 

 

 

②歳入額対資産比率 

  歳入総額に対する資産の比率で、形成されたストックである資産は何年分の歳入が充当さ

れたかを見ることができます。平均的な値は、3.0～7.0の間とされています。 

 

 

 

③資産老朽化比率 

 有形固定資産のうち、土地以外の償却資産の取得価額に対する減価償却累計額の割合であ

り、耐用年数に比して償却資産の取得からどの程度経過しているのかを見ることができます。

平均的な値は、35％～50％の間とされています。 

 

 

 

 

④受益者負担比率 

 経常行政コスト計算書における経常収益は、いわゆる受益者負担の金額であるため、経常

収益の行政コストに対する割合を算定することで、受益者がどの程度負担しているのかを見

ることができます。平均的な値は、2％～8％の間とされています。 

 

 

 

 

 

現在までの世代の負担比率＝純資産合計÷公共資産合計×100＝68.6％（前年度比△0.5） 

将来世代の負担比率＝地方債残高÷公共資産合計×100＝32.4％（前年度比＋0.4） 

歳入額対資本比率＝資産合計÷歳入総額＝2.6（前年度比△0.2） 

資産老朽化比率＝減価償却累計額÷（有形固定資産合計－土地＋減価償却累計額）×100 

       ＝57.1％（前年度比＋0.1） 

受益者負担比率＝経常収益÷経常行政コスト×100＝4.0％（前年度比＋1.2） 
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⑤行政コスト対公共資産比率 

  行政コストの公共資産に対する比率で、資産を活用するためにどれだけのコストがかけら

れているか、あるいはどれだけの資産でどれだけの行政サービスを提供しているか（資産が

効率的に活用されているか）を見ることができます。平均的な値は、10％～30％の間とされ

ています。 

 

 

 

⑥行政コスト対税収等比率 

 純経常行政コストに対する一般財源等の比率で、当年度に行われた行政サービスのコスト

から受益者負担分を除いた純経常行政コストに対して、どれだけが当年度の負担で賄われた

かが分かります。平均的な値は、90％～110％の間とされています。 

 

 

 

 

⑦地方債の償還可能年数 

 自治体の抱えている地方債を経常的に確保できる資金で返済した場合に何年で返済でき

るかを表す指標で、借金の多寡や債務返済能力を測る指標です。平均的な値は、3 年～9 年

の間の年数とされています。 

 

 

 

６ 連結財務書類 4表の概要 

（１）連結貸借対照表の概要 

①資産 

「資産」の総額は、692億 4,589万 1千円（前年度比△30億 3,826万 6千円）で、普通会

計の 386億 1,969万 4千円と比較すると 1.79倍となっています。 

「公共資産」の総額は 641億 8,630万 8千円（同△24億 1,436万円）で、普通会計の 355

億 7,733 万 6 千円と比較すると 1.80 倍になっており、これは主に、公共下水道事業特別会

計などの公営企業会計や置賜広域病院組合などの一部事務組合、（財）置賜地域地場産業振

興センターなどの有形固定資産が計上されているためです。 

  「投資等」の総額は 18 億 2,002万 3 千円（同△3 億 5,040万 2千円）で、普通会計の 12

億 5,404 万 4 千円と比較すると 1.45 倍となっており、これは主に、西置賜行政組合の退職

手当組合積立金に係る「基金」や国民健康保険特別会計等の「基金」及び「長期延滞債権」

が計上されているためです。 

  「流動資産」の総額は 32 億 842 万 9 千円（同△2 億 6,207 万円）で、普通会計の 17 億

8,831万 4千円と比較すると 1.79倍となっており、これは主に、各会計及び団体の「資金」

が計上されていることに加え、置賜広域病院組合や国民健康保険特別会計などの未収金が計

上されているためです。 

行政コスト対公共資産比率＝経常行政コスト÷公共資産×100＝32.3％（前年度比＋1.6） 

行政コスト対税収等比率＝純経常行政コスト÷（一般財源+補助金等受入（その他一般財源

等の列））×100＝99.6％（前年度比＋6.1） 

地方債の償還可能年数＝地方債残高÷経常的収支額＝4.6年（前年度比＋1.1） 



 8 

②負債 

  「負債」の総額は、320億 7,879万 3千円（前年度比△12億 4,717万 9千円）で、普通会

計の 142 億 196 万 2 千円と比較すると 2.26 倍となっています。これは主に、公共下水道事

業特別会計などの公営企業会計や置賜広域病院組合などの一部事務組合の「地方債」が計上

されているためです。 

 

③純資産 

 「資産」総額から「負債」総額を差し引いた「純資産」は 371億 6,709万 8千円（前年度

比△17億 9,108万 7千円）で、普通会計の 244億 1,773万 2千円と比較すると 1.52倍とな

っています。 

 

（２）連結行政コスト計算書の概要 

 「経常行政コスト」は 226 億 9,144 万 3 千円（前年度比＋14 億 1,439 万 5 千円）、「経常

収益」は 84 億 2,010 万 3 千円（同＋2 億 8,526 万 2 千円）、「純経常行政コスト」は 142 億

7,134 万円（同＋11 億 2,913 万 3 千円）で、それぞれ普通会計の 114 億 9,208 万円、4 億

5,488万 3千円、110億 3,719万 7千円と比較すると、1.97倍、18.51倍、1.29倍となって

います。 

 「経常行政コスト」を性質別にみると、人にかかるコスト 37 億 8,079 万 5 千円（同△   

4,970 万 4 千円）で、普通会計の 19 億 4,546 万 5 千円と比較すると 1.94 倍となっていま

す。これは主に、各会計及び団体の人件費が計上されているためです。物にかかるコストは

61億 2,344万 8千円（同＋5億 8,124万 1 千円）で、普通会計の 33億 9,872万 1千円と比

較すると 1.80 倍となっており、これは主に、置賜広域病院組合等の物件費や、公共下水道

事業特別会計等の減価償却費が計上されているためです。移転支出的なコストは 115 億

9,914万 4千円（同＋6億 1,315万円）で、普通会計の 60億 48万 2千円と比較すると 1.93

倍となっており、これは主に、山形県後期高齢者広域連合や介護保険特別会計、国民健康保

険特別会計などの保険給付費が計上されているためです。その他のコストは 11 億 8,805 万

6千円（同＋2億 6,970万 8千円）で、普通会計の 1億 4,741万 2千円と比較すると 8.06倍

となっており、これは主に、公共下水道事業特別会計などの公営企業会計や、置賜広域病院

組合などの一部事務組合などの支払利息が計上されているためです。 

 「経常収益」では、「分担金・負担金・寄附金」が 36億 336万 2千円（同＋1億 7,762万

4千円）で、普通会計の 2億 9,254万 9千円と比較して 12.32倍となっています。これは主

に、国民健康保険特別会計の前期高齢者交付金等や介護保険特別会計の支払基金交付金など

が計上されているためです。また、「事業収益」には、各公営企業会計、置賜広域病院組合、

各第三セクター等の事業にかかる収益が計上されています。 

 

（３）連結純資産変動計算書の概要 

 純資産残高は、371 億 6,709 万 8 千円となり、前年度から 17 億 9,108 万 7 千円減少しま

した。普通会計の純資産残高 244億 1,773万 2千円と比較すると、1.52倍となっています。

「補助金等受入」は、68億 1,155万 1千円（前年度比＋2億 6,777万 8千円）で、普通会計

の 30億 578万 7千円と比較すると 2.27倍になっており、これは主に、山形県後期高齢者医
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療広域連合や、介護保険特別会計、国民健康保険特別会計が受けた国県支出金を計上してい

るためです。 

また、置賜広域病院組合等の一部事務組合を連結する際に、平成 26 年度の負担割合と平

成 25年度の負担割合との間に差が生じたために「経費負担割合変更に伴う差額」△2億 6,335

万 6千円を計上し調整しています。 

 

（４）連結資金収支計算書の概要 

 資金収支は、「経常的収支」が 28億 6,148万 5千円（前年度比△8億 3,314万 6千円）の

黒字、「公共資産整備収支」が 7億 2,807万 8千円（同△7,997万 2千円）の赤字、「投資・

財務的収支」が 22 億 1,585 万 3 千円（同＋3 億 9,922 万 4 千円）の赤字となっており、当

年度資金は 8,244万 6千円（同△5億 1,339万 4千円）減額しています。また、連結純資産

変動計算書と同様に「経費負担割合変更に伴う差額」△1,521 万円を計上し、「期末資金残

高」は 28億 1,911万 3千円（同△9,765万 6千円）となっています。 


